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平成31年 2月定例県議会の概要について

概 要 「一般質問」での教育委員会関係の主な質疑応答

中村 和弥 議員

◇子供たちを取り巻 く諸問題について

0児童虐待問題について

。いじめの防止に関する条例の制定について伺いたい。

(教育長答弁)

いじめの防止等にあきましては、 「県いじめ防止基本方針」に基づき、各学校及び市町

教育委員会と協力しながら、丁寧に対応しております。

現在、国において、「いじめ防止対策推進法」の改正に向けた動きがあり、その動向を

注視しているところです。

県教育委員会としましては、まず、法の趣旨に沿つて「県いじめ防止基本方針」を見直

し、関係機関との連携を下層強化するなど、いじめ防止対策の充実を図ることとし、条例

制定等についてはその後の状況を見て、関係各課との協議をしてまいりたいと考えており

ます。

吉村 庄二 議員

◇いわゆる働き方改革のうち長時間労働の解消について

0県教職員の長時間労働の解消について

。長時間労働の解消についてどのように考えているのか伺いたい。

(教育長答弁)                                ′

教職員の長時間労働の問題については、社会問題化していると認識しております。

小中学校においては、平成 29年度から県及び市町教育委員会、県校長会等による超勤

改善等対策会議を行い、様々な働き方改革を推進しています。

また本年度は、教員の業務を縮減し、児童生徒と向き合う時間を確保するため、統合型

校務支援システム (長崎県推奨版)を構築し、モデル地域である3市町の小中学校 114

校に導入しました。

県立学校においては、働きやすい職場環境づくりを目指す「プラス 1」 推進運動に加え、

校長会等と連携して働き方改革を進めているところですが、本年度は文部科学省の学校業

務改善アドバイザー派遣事業を活用した業務の見直しや出退勤システムの開発に取り組み

教職員の負担軽減や意識改革に努めているところです。

さらに、長時間労働の原因の一つとなつている部活動については、平成 30年 10月 に

「長崎県運動部活動のあり方に関するガイドライン」を策定しヽ 体養日の設定や参加する

大会等の精選など、教職員の負担軽減につながる内容を盛り込んでおります。
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今後は、文部科学省が本年 1月 に策定した「勤務時間の上限に関するガイ ドライン」も

踏まえつつ、2023年 度までに月 80時間超過勤務教職員 0を 目標に掲げる第二期長崎

県教育振興基本計画の着実な推進を図つてまいります。

浅田 員澄美 議員

◇長崎県を持続可能な、碓一人取り残さない都市にするために

O教育の情報化に向けた取り組みについて

。先進的な技術を取り入れた教育の推進や、文部科学省の新しい事業の実施についてどの

ように考えているか伺いたい。

(教育長答弁)

先進的な情報技術の導入は、本県教育の充実に不可久な要件の一つと考えており、文部

科学省の事業に対しても積極的に取り組み、活用を図つています。遠隔協働学習システム

では全国で採択された 7県の 1つであり、、統合型校務支援システムでは同じく4県の中の

1つ ということで、積極的に活用を図つています。

特に、離島半島を数多く有する本県において、 ICTを 活用した遠隔授業の実践は、全

国的にも高い評価を受けております。

また、小学校プログラミング教育の実施に向け、文部科学省・総務省・経済産業省が官

民協働で運営する「未来の学びコンノーシアム」事業への参加を全市町に働きかけており、

各学校が民間の講師派遣や教材提供により先進的な情報が受けられる環境を整えていると

ころです。

加えて、高等学校では、次年度から新規に取り組む 「サイエンス・テクノロジー人材育

成事業」において、県内の大学や IT企業と連携 し、プログラミング講座やコンテス トを

実施することで、情報処理・活用能力を高めるとともにプログラミング技術を倉J造的に活

用した課題解決能力を育成していくこととしています。

今後も、本県教育の充実にとつて有効な事業については、積極的に取り組んで人材育成

を図つていきたいと思います。

B文部科学省が実施を予定している「新時代の学びにおける先端技術導入実証研究事業」

などにも手を挙げていただきたぃと思うがどうか。

(教育長答弁)

事業概要として、教育支援のツールとして児童生徒の学習状況に応じた指導の充実や、

授業改善など教師の資質能力の向上などが挙げられていますが、現時点では、詳細な事業

の内容が分かつておりませんので、内容を見て本県で活用できるような事業であれば、市

町教育委員会等とも協議をしながら、採択に向けて進めていきたいと考えております。
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◇ Uタ ーン促進の取組強化について

0ふるさと教育について

。ふるさと教育の取組内容について伺いたい。

(教育長答弁)

児童生徒がふるさとに対し愛着や誇 りを持つことは、学校教育の目標の一つであり、そ

のような心情を育てるために、小中学校では、地域の人々との交流等を通して、ふるさと

の自然や歴史、文化や産業のすばらしさや、そこに住む人の苦労や努力の尊さを学んでい

ます。

このよう
′
なふるさと教育を支援するために、県教育委員会といたしましても、郷土学習

資料「ふるさと長崎県」を毎年すべての中学 1年生に配布 していますと次年度は、ふるさと

への思いを綴るページや、規子で学ぶことができるコーナーを設けるなど、郷土への思い

を一層深めることができるよう工夫しております。

加えて、「本県に住み続けたい」「本県に戻つて生活したい」という思いを強くするために

は、ふるさとを担おうとする実践力を育成することも重要であると考え、児童生徒が自ら

地域づくりの主体となる取組も進めているところです。

県立高校においても、今年度から3ヵ 年の計画で、毎年 6校を研究指定校とし、地域の

魅力発信や課題解決策の提案などを通して、ふるさとに貢献する人材の育成に努めており

ます。こうした教育活動を通じて、高校生が様々な地域の課題に向きあい、地方創生への

当事者意識と使命感を培うことで、地元定着やUターンの増加につなげてまいりたいと考

えております。

吉村 洋 議員

|◇文化財の保存と観光資源としての活用について

・文化財保護法の一部改正を踏まえて、文化財の保存と活用について、どのように取り組

む考えか、伺いたい。

(教育長答弁)

今般の文化財保護法の改正につきましては、過疎化や少子高齢化を背景に、文化財の消

失の防止などが喫緊の課題となる中、文化財をまちづくりに活かしつつ、地域社会が総が

かりで、その継承に取 り組んでいくことが求められていることから、地域における文化財

の計画的な保存と活用の促進を目的として、改正されました。

この法改正の主な柱の一つとして、都道府県は、文化財の総合的な保存と活用に関する

基本的な方針や、防災対策、災害発生時の対応のほか、市町への支援のあり方などを定め

た「文化財保存活用大綱」を策定できること、また、市町は都道府県の大綱を参照しなが

ら、文化財の保存と活用に関する基本的なアクション・プランとなる「文化財保存活用地

域計画」を策定できることが盛 り込まれております。
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県教育委員会といたしましては、本県の「文化財保存活用大綱」について、平成 31年

度から着手し、概ね 2ヵ 年かけて策定したいと考えており、文化観光国際部をはじめ、土

木部や危機管理監など、関係部局の各所管課を構成員とする協議会を設置して、検討を進

めてまいりたいと考えております。

渡辺

◇地球温暖化への対応について

0教室、職員室へのエアコン設置について

。市町立小 。中学校のエアコンの設置状況について伺いたい。

(教育長答弁)        ヽ

市町立小 。中学校の普通教室の設置状況については、現時点で10.3%に なつており

ますが、国の臨時特例交付金が創設されておりますので、それらの活用等により、ほぼ

100%の設置に向けて現在整備が進められているところであります。

・いつ頃までに100%になるのか。また、職員室の設置状況について伺いたい。

(教育長答弁)

職員室については、 100%設 置されております。普通教室への設置については、遅く

とも2020年には100%になる見込でございます。

D県立高校の普通教室、職員室のエアコンの設置状況について伺いたい。

(教育長答弁)

県立高校につきましては、職員室をはじめ、保健室、図書室、パソコン室などの特別教

室には100%設 置をしております。

普通教室につきましては、主に夏季体業期間中の課外授業への対応を目的として、PT
Aの要請に応 じて設置を許可しており、設置率は82.5%と なっております。

D小・中学校と同様に高校の教室についても、県が設置し、電気代も払 うべきだと思 うが

い か が か 。

(教育長答弁)

平成 16年当時、PTAか らの要請があつて夏季体業期間中の補習等に使用するという

ことで、設置を許可した経緯があり、PTAの ご負担によつて空調を使用している状況で

ございます。このような形態をとつているのは、本県の他に全国で32県が同様の方式に

よつて空調を設置しております。

小 。中学校におきましては、公費によつて設置・運営することになりますが、小 。中学
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校の空調の設置につきましては、国の補助制度があるということ、それから平成 31年度

からは、電気代も交付税が措置されることとなっており、国による財政支援がありますが、

県立高校についてはそれは全くないということでございます。県立高校の普通教室に仮に

公費で設置し、また維持をするとすれば年間約 1億 8千万円の財源が必要となることから、

我々としてはまずは老朽化した校舎の改築や改修など、優先的に取り組むべき課題がある

ことから、現状では公費による負担は非常に難 しいと考えております。

。来年度からは、PTAが設置したエアコンを所管換えして、電気代だけでも県が負担す

ることとし、その後、予算を確保して順次普通教室にも県がエアコンを設置していくべき

だと思 うが、 いかがか。

(教育長答弁)

所管換えというご提案でございますが、現在エアコンは、 10年のリース契約等でPT

Aに設置してもらっており、仮に所管換えとしてうことになりますと、県の財産になります

ので、リース契約が切れて、更新をするということになると県が行 うことになります。そ

れを10年で割 り戻しますと、電気代も含めて年間約 1億 8千万円が必要になります。現

在の財政状況では我々としては、まずエアコンの運用については、PTAの方にお願いし

てきたという経緯もある中で、その他の校舎の改築や改修などに優先的に財源を振 り向け

ていきたいと考えているところでございます。

・公費負担にならないのか、その方向性について伺いたい。

(教育長答弁)          「

公費で設置をしているところも、我々の調査では、今後も含めて 12県がそのような方

向で、現在も運用をしているということでございますが、方向性ということについては、

いろいろ考え方はあろうかと思いますが、現時点で財政的な制約もあつて、そういう方向

に行くということをこの場でお約束することはなかなか難しいということでございますの

で、ご理解いただきたいと思います。

・エアコンは、義務教育と同様に県が設置すべきと思 うが、知事の考えを伺いたい。

(知事答弁)

確かに高校になりますと、夏休みといえども補習があつたり、夏の暑い時期に学校に登

校して勉強したりといつた環境にあるものと思つておりまして、そういつた中で保護者の

方々の御厚意によつて今のような運営がなされているものと理解をいたしております。

負担が可能な財政状況であれば、公費負担に直ちに取り組んでいくべきだと思つているわ

けでありますが、他にも32県同様の取扱がありますので、そこは財政状況等をしつかり

見極めながら、ご議論の趣旨も踏まえて検討をさせていただきたいと考えております。
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◇未来ある子ども連の健全育成について

0佐世保事件後の教育環境の現状について

。佐世保事件についての検証から、現在、どのような取組が行われているのか伺いたい。

(教育長答弁)

県教育委員会では、佐世保市内女子高校生の逮捕事案を受け、児童生徒一人ひとりに対

し、命を大切にする心を育むための取組を見直してきました。

現在、道徳教育においては、全ての教育活動を通して、自分の生き方を見っめたり、他

者とよりよく生きていくための基盤を養つたりしています。

特に、「長崎つ子の心を見つめる教育週間」では、かけがえのない命を尊重する心情を

育む取組や、地域・外部人材を積極的に活用した授業、地域のボランティア活動や将来ヘ

の志について語 り合 う機会等も設定しています。

今後も「命の大切さ」を重要視しながら、学校、家庭、地域が連携 した、児童生徒の豊

かな心の育成に努めてまいります。

・道徳教育は大変重要だと考えるが、現在の道徳教育の状況について伺いたい。

(教育長答弁)

小学校におきましては、道徳が教科化されました。ただ教科書を読むだけでなく、子ど

もたちが自主的にどう生きるべきかを話しあつたりすることによつて道徳性を身につけよ

うとい う教育に変わつております。

本県では教科化の前から、独自の副読本等も活用しながら、道徳教育の充実に努めてき

たところです。教科になつたことを契機に、子どもたちと共に先生たちも学んでいくとい

うような、新 しい道徳教育の形を作り上げていきたいと考えております。

0教職員の喫煙について

・学校の教職員の喫煙場所について、本県の現状はどうなつているのか伺いたい。

(教育長答弁)

平成 29年度、敷地内において全面禁煙措置を講じております公立学校等は、全国では

93。 4%と なつており、本県においては県立学校は100%、 市町立学校等は44:9%
で、計51.5%と いう状況になつております。

・校内の一角に正規の喫煙ルームを設置することはできないのか伺いたい。

(教育長答弁)

このたび改正されました「健康増進法」につきましては、改正の趣旨の一つとして、受

動喫煙による健康影響が大きい子どもなどに特に配慮することとなっておりまして、学校
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においては、屋内は禁煙 となり、屋外についても原則禁煙 とされております。ただし、屋

外で受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所に喫煙場所を設置することがで

きることとなっております。

本県の県立学校におきましては、平成 17年度からすべての学校で敷地内を全面禁煙と

しており、児童生徒に対する受動喫煙防止の必要性及び現在の取組が定着していることか

ら、今後も継続を考えております。

なお、小中学校の敷地内禁煙については、市町教育委員会、または校長の判断に委ねら

れておりますので、改正法の内容などを市町教育委員会に紺し説明し、今後の対応を示し

ていただくよう、現在お願いをしているところです。

・校内での喫煙が禁止となれば、逆にストレスがたまって、子ども達に悪影響が出るので

はないかと心配しますが、どうですか。

(教育長答弁)

本県県立学校の健康診断受診時のデータによると、喫煙者の割合は約 15%程度、平成

29年度の厚労省の国民栄養・健康調査によると全国の喫煙者の割合は17,7%で 、ほ

ぼ (本県喫煙率は全国)平均並みであります。

日常の学校での様々な業務や子ども達の指導 。対応等でス トレスが高まるェともあるか

と思いますが、やはり子ども達の健康を第一義的に考えていくことは教員の使命として先

生方も自覚されていることと思いますし、愛煙家の方も、周囲に配慮して吸うなどして、

ス トレスを解消していただいていると思います。

やはり、先生方が元気に教育活動を行つていただくことが子ども達にとつてもプラスに

なると思いますので、学校の中でいろんな対応を考えていただければと思います。
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平成31年 2月定例県議会の概要について

概 要 予算決算委員会総括質疑での教育委員会関係の主な質疑応答

松本 洋介 鵬員

◇人口減少対策予算について

0雇用の場の確保と若者の県内定着対策の強化について

。ふるさとを活性化するキャリア教育充実事業について伺いたい。

(教育長答弁)

ふるさとを活性化するキヤリア教育充実事業は、中学生を対象に、現在行つている職場

体験学習の目的である望ましい勤労観や職業観の育成に加え、ふるさとを愛し誇りに思 う

心情や、ふるさとを担お うとする実践力の向上を目指したものです。

事業内容としましては、県内で活躍する地元企業の協力の下、生徒自らが、模擬会社の

設立などを行い、ふるさとの強みを生かした地域活性化に主体的・探究的に取り組むもの

です。

このことにより、本県産業に対する正しい理解が促進されるとともに、産業を通して地

域を担おうとする意識が芽生え、ひいては将来の県内定着にもつながつていくものと考え

ています。
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平成31年 2月定例県議会の概要について

概 要 「予算決算委員会 文教厚生分科会」での教育委員会関係の主な質疑応答

【議案】

口 第 1号議案「平成31年度長崎県一般会計予算」のうち関係部分

→ 可決

□ 第 57号議案「平成30年度長崎県一般会計補正予算 (第 5号 )」 のうち関係部分

→ 可決

□ 第 72号離案「平成30年度長崎県一般会計補正予算 (第 6号)Jの うち関係部分

→ 可決

・補正予算活用の効果について

(堀江ひとみ委員)

今回、国の補正を活用する場合と活用しない場合ではどう違 うのか、またその必要性に

ついて説明してほしい。

(教育環境整備課長)

補正予算債を活用した場合、 3事業合計で、7,650万 円程度の節減効果があると試

算しており、佐世保特支・桜が丘特支の 2事業については、通常より1～ 2ヶ月程度の前

倒しの効果がある。

・スクールカウンセラーの配置状況について

(堀江ひとみ委員)

スクールカウンセラーの配置状況について、ほぼ前年度と同額の予算措置となつている

が、県の配置目標は達成したと認識 しているのか。

(児童生徒支援室長)

第二期長崎県教育振興計画の最終目標の配置率は、33.3%で あり、平成 30年度は、

49.1%で あつたので一定達成 したと捉えている。

しかしながら、学校におけるニエズは依然として高い状況にあるため、配置方法を工夫

しながら、配置拡充に努めてまいりたい。

9実習船運営費について

(堀江ひとみ委員)

3県共同運航実習船の船員にかかる海外旅行保険料は、個人負担となっていると思う

が、公費負担として欲しいという要望があると聞いた。海外旅行保険料を公費負担とする

ような予算組みとなっているか。
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(教育環境整備課長)

このことについては、これまで 3県で検討してきた経緯があり、公費負担として運営費

に組み込まれている。

・障害のある子どもの医療サポー ト事業について

(山 田朋子委員)

医療的ケアが必要な児童生徒が増加 している中、看護師の人数が変わらないという状況

が続いていたが、平成 31年度の予算においては、看護師を増員するとなつており、増員

計画について教えてほしい。

(特別支援教育課長)

平成 31年度は、看護師を 3名増員することとしている。

(山 田朋子委員)

雇用形態の関係で、看護師が見つからないといつた問題があり、身分保障をしないと人

が集まらないと思うが、増員する3名の看護師の確保について目処はついているのか。

(特別支援教育課長)

これまでと同様に非常勤看護師として雇用予定であるが、各学校において、ハローワー

クに求人をするとともに、ナースセンターに出向き、看護師を紹介してもらうなどして、

次年度の雇用に向けて進めているところである。

・SNSを活用した教育相談体制の構築について           ,

(山 田朋子委員)

教育相談事業費に、SNSを活用した教育相談体制の構築について計上しているが、事業

内容について教えてほしい。

(児童生徒支援室長)

県内の中高生がいじめなどの悩みにっいて、LINE等 を通じて通報 。連絡し、臨床心

理士など有資格者である相談事業者がその内容を確認する。その後、報告を受けた県教育

委員会が、相談内容に応 じて、学校や関係機関と連携 しながら迅速に対応 し、生徒が抱え

る悩みの早期発見・早期解決を図ろうとするものである。

・障害者雇用について

(山 田朋子委員)                        ,
平成 31年 4月 から、教員 2名、実習助手 4名、教育事務 2名 を採用する予定であり、

今回の試験は、精神障害者と知的障害者に拡大して試験を行つたと理解しているが、その

あたりを教えてほしい。
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(高校教育課人事管理監)

教員及び実習助手等の採用について、今回の追加の募集は、身体障害者のみを対象とし

ており、次年度から精神障害者、知的障害者を含めて実施したいと考えている。

(山 田朋予委員)

本来であれば 3障害すべてを対象にすべきところを、なぜ身体障害者に限定したのかお

尋ねしたい。

(高校教育課人事管理監)

今回、障害者雇用が問題になつたことで、我々も再度検討を行い、来年度の実施から障

害種別を見直し、全ての障害種別で実施をするということを考えた次第である。

今年度の教員採用試験については、通常の選考作業を 10月 初旬まで行つており、その

後、追加の募集を約 2週間後に行つている。今年度は、時間的な制約があり、障害種別の

見直しを見送つたところである。

(教職員課長)

事務職員については、追加の募集を本年行い、正規として当初と合わせて 3名の採用を

予定している。追加の採用試験から知的障害者、精神障害者を対象とし、採用試験を実施

した結果、 3名のうち 1名 について、精神障害者を採用する予定である。

(山 田朋子委員)

事務職員に関して(精神障害者を 1名採用とするということであるが、障害の程度にも

よるが、一般の方と同じように長時間労働で 9時から18時まで働くというのは、難しい

方も多くいるので、しつかりと短時間勤務とか柔軟に対応する形で、募集をかけてほしい

と思つているが、どのように考えているのか。

(教職員課長)

知的障害者、精神障害者については、対人対応が苦手な方など様々な方がいる。まずは、

学校の職員の理解を深めたうえで、例えば、小規模な学校への配置であるとか、対外交渉

が少ない内部的事務作業、例えば、給与、旅費事務などに従事してほしいと考えている。

(山 田朋子委員)

業務内容や学校規模については、配慮するということであるが、募集方法としてはフル

タイムだけではなく、今後、障害者雇用を増やす うえで、様々な働き方について検討して

イましヤ`。

(教職員課長)

事務職員については(正規の採用にカロえ、非常勤職員も採用を進めることとしている。

具体的には、介助員補佐員として特別支援学校に配置したり、離島の県立学校に軽作業を
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行 う職員を平成 32年度から採用する方向で準備を進めている。

・外国語教育強化事業費について

(中島浩介委員)

前年度から大幅に予算額が減額されているが、事業内容はどのように変更されたのか。

伺いたい。

(義務教育課長)

減額の主な理由は、県内全ての中学 1年生を対象に本年度まで 3ヵ 年計画で取り組んで

きたイングリッシュキャンプの事業期間が終了したことによるものである。今後は、各市

町での独自の取組を依頼しており、今年度は既に13市町が同様の取組を開始していると

ころである。

新年度は、英語を活用する場の充実としてのイングリッシュパフォーマンスコンテス ト

の開催や、民間企業と連携した教員のための指導力向上研修を新たに実施予定であり、英

語教育の早期化・教科化に対応していきたいと考えている。

・校舎等整備費、設備整備費について

(深堀浩委員)

前年度予算と比較して、校舎等整備費は10%程度、設備整備費は7.4%程 度の減額

になつているが、その減額理由は。

(教育環境整備課長)

校舎等整備費については、前年度比較で 1億 1, 308万円の減となっているが、その

主な理由は、危険校舎改築費で、昨年度よりも約 1億円の減となつたためである。

また、設備整備費については、産業教育に必要な備品の整備をしているものであり、来

年度は 13校に94品を入れる見込としており、年度によつて更新等が異なってくること

から、予算額の差が生じている。

なお、校舎等整備費は約 1億円の減となつているが、来年度はプロック塀等の改修があ

り、校地等整備費は4千万円の増となる。

(深堀浩委員 )

校舎等整備費の主な減額理由は、危険校舎改築費等の減ということだが、通常の老朽化

対策に必要な予算が減額されているということではないのか。

(教育環境整備課長)

施設整備費には、高等学校に対する整備費と特別支援学校に対する整備費の 2つがあ

り、その 2つをトータルすると、例年と同様の予算規模になつている。年度によって高等

学校分が多くなる場合や、特別支援学校分が多くなる場合があるが、全体として削減して

いるわけではない。
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・体育施設費の予算減額について

(深堀浩委員)

体育保健課の体育施設費について、前年度 と比較すると6千万円ほど減額になつている

が、その理由は。

(体育保健課長)

一般的な修繕については、前年度と同程度の予算を計上している。大規模な修繕につい

ては、年次計画に基づき計画的に実施してお り、平成 30年度は県立武道館の空調改修工

事を行い、来年度は県立総合体育館のエレベータや空調設備の工事を予定している。工事

の規模で予算が変動 している。

・ふるさと教育について

(中 山功委員)

ふるさと教育の関連事業について、どの程度の予算を組んで、取り組もうとしているの

か 。

(義務教育課長)

義務教育課では、平成 31年度から「ふるさとを活性化するキャリア教育充実事業」を

実施する予定であり、予算額は268万 8千円である。

事業内容については、これまでの職場体験学習にとどまらず、県内で活躍する企業等の

協力を得て、例えば模擬会社を設立するなど、主体的・探究的に職業体験学習を行い、ふ

るさとを愛し誇 りに思 う心情を育てるとともに、地域を担 う人材の資質・能力として、問

題解決力や企画力、プレゼンテエションカやコミュニケーションカなどを育成しようとす

るものである。具体的には、県内8地区に拠点となる中学校を 1校ずつ指定し、ふるさと

の強みを生かして地域を活性化する職業体験活動を実施し、その成果を保護者。地域・県

下全域に情報発信をするとともに、県内全中学校の職業体験学習プログラムの開発につな

げていきたいと考えている。

(高校教育課長)

高校においては、高校卒業後に就職する生徒が多くいることもあり、就職希望者に対す

る支援を行つている。

まず、県内就職促進とい うことで、産業労働部で予算計上している「高校生のためのふ

るさと長崎就職応援事業」において、県立学校にキヤリアサポー トスタッフを配置してお

り、平成 31年度の予算額は6, 371万 9千円を計上している。

そして、義務教育課のふるさと教育をベースに、ふるさとへの愛着だけではなくて、ふ

るさとを担つていく使命感を育てるという観点から、平成 30年度から「ふるさとの未来

を担 う高校生育成事業」実施している。これは 3ヵ 年の事業であり、平成 31年度も

161万円を予算計上している。
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さらに、教育指導費の中に含まれている「産業教育指導費」においては、農業高校や工

業高校における人材育成のために様々な研修や事業等を実施 しており、平成 31年度の予

算は1,508万 5千円ということでかなりの予算規模で、ふるさと教育及び県内定着の

促進を支援しているところである。

(中山功委員)

教育委員会の人口減少対策について、ふるさと教育による若者の県内定着の啓発だけで

はなく、もちと予算をかけ、スピー ド感を持つて踏み込んだ取り組みを行 うべきでは。

(教育長)

若者の県内定着というのは、長崎県政の最重要課題であり、若者定着課を筆頭として県

庁一九として取り組んでおり、教育委員会もその一端を担つているところである。

ふるさと教育は、子どもたちが生まれ育った場所をよく知 り、誇 りや愛着を育てていく

ことで、大人になつても自分のふるさとを誇 りに思う気持ちを育てていくことが重要であ

ると考えている。

人口減少対策として、全体的な役割分担の中で、教育委員会の努めを果たしているもの

と認識 している。

(中 山功委員)

保護者に対してふるさと教育を啓発するというPTA研修会の内容、対象はどうなつて

いるのか。

(生涯学習課長)

高等学校 。特別支援学校では、県と共催するPTA研修会において、「ふるさとを愛し、

ふるさとで生きていく」子どもたちを育てていく意義や重要性について周知啓発を行つて

いる。各地区のテーマは各々で決めており、例えば島原地区では「島原の子どもは島原で

育てる」というように、保護者も意識 し取 り組んでいる。

。長崎つ子を育む地域 。家庭教育方向上推進事業について

(松本洋介委員)

予算額がゼロになっているがなぜか。これに代わる新たな事業が「ふるさとを元気にす

る地域学校協働活動推進事業」なのか。

(生涯学習課長)

「長崎つ子を育む地域 。家庭教育力向上推進事業」は 5年間の事業であり、平成 30年

度で終了する。地域と学校が連携し地域を元気にする取組として、コミュニティ・スクー

ルの導入があるが、学校コーディネーターは教頭などが務め、ある程度の人材確保や養成

はできているが、導入を進める上で、地域コーディネーターが十分ではないということが

5年間の事業の取組の中で判明した。このことから、地域と学校をつなぐ地域コーディネ

…14-



―ターの人材育成のため、市町で研修を行 う新規事業を立ち上げた。

(松本洋介委員)

地域コーデイネーターの育成が重要なのは理解できるが、大きく予算を減らしている。

この予算でどのような研修会をするつもりなのか。

(生涯学習課長)

県が市町へ出向き、市町教育委員会と協力して、地域人材を育成する研修会を行 う。

。子ども読書活動推進事業費について

(松本洋介委員)

子ども読書活動推進事業費について、平成 31年度における予算減額の理由は何か。

また、新たにどのような事業を行 うのか。

(生涯学習課長)

平成 30年度は「第四次長崎県子ども読書活動推進計画」策定の経費が計上されており

予算額が例年より多くなつているが、平成 ,1年度はその策定経費分の予算が減となつて

いる。

また、来年度はミライ on図書館で中学生を対象としたビブリオバ トル県大会の実施や

県内に約 5,00.0人いる図書ボランティアを対象とした研修会を実施する予定としてい

る。

・離島留学について

(麻生隆委員)

離島留学の募集定員について、対馬高校の定員を増やし、定員以上に応募があつたと聞

いているが、その状況を教えてほしい。

(高校教育課長)

委員ご指摘のとおり、封馬高校においては、平成 31年度から従来の「国際文化交流コ

ース」を「国際文化交流科」に昇格させたことに伴い、定員を20名程度から40名 に拡

大している。

今回の生徒募集について、離島留学実施校 5校の定員の総枠が 110名 に対し、119

名の志願があり、離島留学の創立以来、初めて募集定員を上回つた。

最終的には、志願の取り消しもあり115名 が受検し、結果 108名 を合格としている。

(麻生隆委員)

離島留学の広報活動において、どのように情報発信を行つているのか。

(高校教育課長)
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広報活動については、平成 28年度から配置している広報専任コーディネーターを中心

に取り組んでおり、県外各地での説明会や関係機関への訪問などを企画・立案し、効果的

な広報の手法の検証を行つている。

例えば、市町教育委員会を訪問する際に、協力を得ている教育委員会等の関係機関を丹

念に精査していくことによつて、より効率的な生徒募集ができるようになったと考えてい

る。

。国際理解教育推進費について

(麻生隆委員)

教育長の説明でグローバル教育に力を入れていく話をしていたが、予算が若干減つてい

るので、外国語指導助手の予算が減ったのかと思うが、今後の見通しについて、どのよう

に考えているのか。       1

(高校教育課長)

委員ご指摘のとおり、平成 31年度の外国語指導助手招致費は600万円ほど減額して

いる。

外国語指導助手の財源については、地方交付税措置がなされているが、帰国費用や赴任

費用などは県が負担しなければいけない状況で、効率的な運営が求められている。

そのため、他県の状況や生徒数も減少する中で、現在のALTの 活動等を精査した結果、

平成 31年度は30年度から1名減の50名 で運用することに伴い減額となっている。

(麻生隆委員)

「長崎から世界へ !高校生グローバルチャレンジ事業」の予算は1,772万 1千円組

まれているが、海外研修について、こちらから海外に出向くだけではなく、各国の大使館

と連携 し、多くの子どもたちに他国の人々との交流の機会を与えるといつた取り組みはで

きないのか。

(高校教育課長)

ある大使館から長崎東高校の国際科の生徒に対し、その国で行つている日本との交流事

業への参加要請があつており、生徒の派遣に要する費用については、平成 31年度予算に

含んでいる。

。実習船運営費について

(麻生隆委員)

3県共同運航実習船運営費が昨年と比較して2, 800万円ほど増額されているが、そ

の理由は。

(教育環境整備課長)

3県共同運航実習船「海友丸」は平成 31年度に5年に 1回の定期検査を行 うこととな
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つている。この検査費用が 1億 1千万円ほどであり、これを3県で割った金額が増額分の

主な理由である。

(麻生隆委員)

乗組員について、特殊技術が必要であり、なかなか若手が入つてこないと聞いている。

今後、運営していく中で人材育成は必要だと思うが、どのように考えているのか。

(高校教育課人事管理監)

海友丸の船員について、本県からは11名乗船してお り、退職等に伴 う人員の補充をお

おむね 2年に 1人 といつた形で行つている。

採用については、民間が好調な中で厳 しい状況であるが、鶴洋高校の卒業生等を中心に、

しっかりと人材を確保 していきたいと考えている。

また、研修についても、毎年、 3県合同の研修会を実施 している。

・競技力向上対策予算について

(麻生隆委員)

予算を少し上げられているようだが、前回の国体結果を踏まえ、今後の目標とこれから

どのような強化を行つていく予定かお尋ねしたい。

(体育保健課長)

国体が終わつた後、課題の整理を行い、少年種別、特に団体種目で成績が振るわなかつ

たとい うことで、競技団体からのヒアリングでも少年種別の遠征費・合宿費の助成をして

もらいたいとの意見があり、ジュニア層の遠征費 。合宿費、また中学生段階からの発掘・

育成 。強化を見据え、重点的に予算を拡充している。また、ジュニアについては、これま

でベス ト8までを対象としていた強化の対象をベス ト16にまで広げ、将来を見据えた予

算に拡充している。今年度の国体では41位 という順位であり、下がつたものを上げると

いうことは簡単ではないと思 うが、20位台前半を目指 して、30位台、20位台と順位

を上げていきたいと考えている。目途としては、当面 3年で 20位台にもつていき、5年

のうちにはその定着を図るという考えでいるところである。

(麻生隆委員)

今後、少子化の状況の中で多くの県と競争するのは難 しいと思うが、小学生時代からの

長期的な取組みをお願いしたい。それと指導者のモチベーションを上げてもらつて目標を

共有しながらやつていく形が必要かと思 うが、指導者の育成についてはどう考えている

か。

(体育保健課長)

指導者については、本県出身の有望選手が帰つてこれるような受皿の部分で体育協会な

どと連携をして、民間の会社等に情報を提供していきたい。また、指導者の研修について
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も競技力向上対策本部の方で各競技団体から推薦があつた指導者を中央に派遣するなど

して研修等に努めていきたいと考えている。今後とも競技団体や県体育協会と連携して競

技力向上に努めてまいりたい。
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平成31年 2月定例県議会の概要について

概 要

【議案審査】

□ 第 18号議案

→ 可決

□ 第 30号議案

→ 可決

□ 第 31号議案

→ 可決

□ 第 32号議案

→ 可決

□ 第33号議案

→ 可決

□ 第 34号議案

→ 可決

「職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例」

『県立高等学校等条例の一部を改正する条例J

「市町村立学校県費負担教職員定数条例及び県立学校職員定数条例の

一部を改正する条例」

『学校職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例J

「長崎県立長崎図書館の講堂の使用に日電する条例を廃止する条例」

「長崎県立上五島海洋青少年の家条例を廃止する条例」

【報告事項】

□ 契約の締結の一部変更について (「長崎県立 田大村市立一体型図書館及び大村市歴史資

料館J(仮称)新築工事ほか 2件の工事の契約の一部変更)

→ 承認

【議案審査】

口 第 33号議案  『長崎県立長崎図書館の講堂の使用に関する条例を廃止する条例」

について

(堀江ひとみ委員)

新たに郷土資料センターに建て変わつたときに、講堂又は研修室ができるのか。

(新県立図書館整備室長)

平成 33年度に整備を予定している郷土資料センターについては、これまでも長崎ゆか

りの文学など図書館の主催講座等を開催してきたところであり、今後も本県の郷土資料の

収集・提供の拠点のひとつとして情報発信を行つていく必要があるため、一定の集会・研

修のスペースを整備したいと考えている。

(堀江ひとみ委員)

郷土資料センターができた時点で、新たに使用料にかかる条例を上程すると理解 してよ

い か 。
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(新県立図書館整備室長)

集会 。研修スペースは、図書館運営に支障がない範囲で一般に開放したいと思つている

が、その際は、光熱水費や維持管理に必要な経費としての使用料が想定されると考えてい

る。

□ 第31号議案「市町村立学校県費負担教職員定数条例及び県立学校職員定数条例

の一部を改正する条例Jの うち関係部分について

(堀江ひとみ委員)

教職員定数について、小 。中学校が 11人の減、県立中学校 。高等学校が 18人の減

となつているが、少人数学級などのために、定数を維持するという立場には立てないのか。

(教職員課長)

教職員の定数減の理由としては、標準法に定める教職員定数の増減と県単定数の増減に

伴い、改正をしてきたところである。

基本的に、生徒数の増減によつて算定される自然増減については、国から措置をされる

部分が大きく、予算的な理由により定数を削減せずにそのまま残すのは、非常に厳しい状

況である。

口 第 30号議案  「県立高等学校等条例の一部を改正する条例」について

(堀江ひとみ委員)

証明手数料の改正理由として、「他県の状況等を踏まえ」とあるが、他県に合わせる必

要があるのか。

(教育環境整備課長)

証明書を発行するには職員の人件費、紙代等の消耗品費等がかかる。これらの童ス ト面

からも、他県に合わせるというより400円 という金額は決して高くはなく、妥当である

と考えている。なお、他県の約 7割が400円以上に設定している。

(堀江ひとみ委員)

知事部局との均衡も考慮していると伺つたが、例えば、知事部局のケアマネージャーな

どの証明手数料を上げることについては、彼らは働いているから、まだ理解できる。

長崎県の高校を卒業し、これから進学や就職をしようとする生徒から400円 を取ると

いうことに、長崎県はそこまでするのかという気持ちである。 50円上げてどの程度の歳

入増になるのか。歳出予算を精査するのと同様に、歳入に関しても十分な精査を行 うべき

ではないか。そういつたところも含めて見解を伺いたい。

(教育環境整備課長)

昨年度と発行件数が同数であれば、約 42万円の歳入増になる。なお、この証明手数料
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は、在校生は全て免除としている。卒業生は進学や就職する人など様々な進路があり、受

益者負担の原則から徴収している。

また、この証明手数料は他県の状況や平成 7年に知事部局とあわせて350円 に改定し

てから24年経過 していること等を踏まえ、今回改正について提案したものである。

【陳情審査】

口 陳情番号3 海運 B船員の政策諸課題に関する申し入れ

口 陳情番号7 『長崎県庁舎跡地の利用計画に関する陳情喜Jの うち関係部分について

(浅田員澄美副委員長 )

県庁舎跡地の埋蔵文化財の調査について、どのような予定になっているのか。

(学芸文化課長)

県庁舎跡地は周知の埋蔵文化財包蔵地であるため、開発が実施される場合は事前の調査

が必要となるも

現在、旧県庁舎の解体工事が行われており、本年 10月 中旬までの予定となつているた

め、それ以降に試掘調査などの学術的調査を必要に応 じて実施していく。

口 陳情番号8 長崎奉行所西役所等遺跡群の調査 B保存 H活用 日公開 日整備に関する

陳情書Ⅱ

□ 「政策等決定過程の透明性等の確保などに関する資料」のうち関係部分について

(中 島浩介委員)

「新図書館情報システム等ネットワーク機器の賃貸借及び保守」と「新図書館情報シス

テム業務用端末等の賃貸借及び保守」の契約を分けて発注してぃるが、保守が別々だと困

るのではないか。

(新県立図書館整備室長)

「新図書館情報システム等ネットワーク機器の賃貸借及び保守」は主に館内の通信ネッ

トワークを行き渡らせるために行つたもので工事的な要素がある一方、「新図書館情報シ

ステム業務用端末等の賃貸借及び保守」はパソコンなどの備品を調達するための賃貸借で

あり、要素が異なることから別々に発注した。

【議案外所管事項】

口 口書ボランテイアの研修について

(松本洋介委員)

図書ボランティアは増加 しているのにも関わらず、ボランティアを対象とした研修会の

受講者数が減少しているのはなぜか。     ュ
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(生涯学習課長)

これは、図書ボランティア等が自主的に実施する研修会の支援を行 うものである。受講

者数が減少している原因として、図書ボランティア団体が少人数であり自主的な研修を企

画 。実施する力が十分ではないことや支援事業の周知不足が考えられる。このため平成

29、 30年度は国の委託事業を受け、県内各地へ出向き研修会を実施した。今後は、新

規事業として県が図書ボランティア対象の研修会を5年間かけて 21市町で実施し、資質

向上を図つていく。

ロ ミライ On図書館について

(松本洋介委員)

建物が竣工して開館するまでの期間における、県民への図書館に関する周知等について

伺いたい。

(新県立図書館整備室長)

県の広報誌など既存の広報媒体を活用してお知らせするとともに、新年度予算の開館イ

ベント経費を活用して、大村市と協力しながら様々な広報活動を行つていきたい。

(松本洋介委員)

新しい図書館での障害者の雇用についての考えを伺いたい。

(新県立図書館整備室長)

事務嘱託等で欠員が出た場合は、障害者の方が図書館でできる業務を精査しながら配慮

していきたい。

□ 目指定重要無形民俗文化財『大村の郡三踊』への支援について

(松本洋介委員)

平成 26年度に国指定重要無形民俗文化財となつた「大村の郡三踊」

の4年間で国の補助などによつてどのような取り組みを行つたか。

に対して、指定後

(学芸文化課長)

国は、目指定重要無形民俗文化財に係る各種用具や衣装などの購入、修繕事業に対し総

事業費の1/2の補助を実施 しており、県も国庫補助残の 1/3を継足補助する制度があ

る。当該補助制度では、総事業費 200万 円以上の事業が対象であり、「大村の郡三踊」

においては、この基準を満たす事業がこれまで申請されていない。

(松本洋介委員)

文化貝オを伝承していく上で、ボランティアで多くの踊り手が活動しており、活動経費で

大きな負担になっている。また、子どもの踊 り手が減つてきているなど苦慮している。こ

うしたことについて、国・県で何か施策はあるか。
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(学芸文化課長)

文化庁事業として、伝統文化親子教室事業とい うものがあり、週末や夏休み等を利用し

た地域の伝統芸能の体験教室や継承活動に対し、上限 50万円の補助を実施している。大

村市を通じてこうした事業を紹介していきたい。

ロ キャリアサポー トスタッフについて

(堀江ひとみ委員)

キャリアサポー トスタッフの配置人数について、平成 31年度は22名で、近年と比べ

人数が減つているのはなぜか。

(高校教育課長)

委員ご指摘のとおり、平成 31年度予算では 3名減員しており、22名 の配置となつて

いる。

予算については、平成 28年度から産業労働部に移管し、国庫事業を活用して25名 の

配置を3年間続けてきたが、この国庫事業は平成 30年度で終了となっている。

キャリアサポー トスタッフの効果は非常に高いと認識 しているが、平成 31年度以降は

県単独予算での対応となり、厳しい財政状況の中、関係課と成果等を含めて協議を重ねた

結果、平成 31年度は6, 371万 9千円という非常に手厚い予算をつけてもらつたと認

識している。

□ 消費者教育ついて

(堀江ひとみ委員)

県民生活部の新規事業で「学校での消費者教育強化事業費」として予算500万円計上

されているが、学校における消費者教育の現状と、この新規事業によつてどのように変わ

るのか教えてほしい。

(高校教育課長)      '          ′

高校においては、契約 。消費者問題についての十分な理解と啓発を行 うため、卒業生を

中心とした生徒に対して、消費生活支援 「ヤング」講座を実施している。また、家庭科の

授業において、県の消費生活センターから職員を派遣し、消費者問題に対応する授業支援

を行つている。

この 2本立てで消費者教育を推進しているが、今回の予算に関して申し上げると、授業

支援について、高校 1年生・ 2年生段階と、 3年生までの教科指導の中で、より充実した

消費者教育が必要であるということで、予算が措置されているものと思 う。

高校 3年生を中心に行 う「ヤング」講座 と、高校 1・ 2年生の授業支援を活用し、しつ

かりとした土台の元に 18歳を迎えられるような教育体制を整えるべきだと考えている。
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口 県立学校の空胴にかかる経費について

(堀江ひとみ委員)

公立高校はPTA設置のため保護者負担がある。その負担額の総額は。

(教育環境整備課長)  ・

標準的な学校から推計した値ではあるが、総額で年間約 1億 8千万円になると考えられ

る。

(堀江ひとみ委員)

1億 8千万円という額は予算上表れないので、PTAが徴収して直接業者へ支払ってい

ると理解する。県内に 3校ある県立中学校では、保護者負担があるのか。また、中学校 3

校の負担額が分かれば伺いたい。

(教育環境整備課長)

中学校 3校に尋ねたわけではないが、高校 と同じ考え方を基にすると3校 27教室分

で、推計で約 500～ 600万円程度の負担になるのではないかと考える。

(堀江ひとみ委員)

推計ということで理解した。本会議一般質問にもあつたが、高校でのエアコンの電気代

については、県教育委員会が負担すべきではないかと私もそう思うが、改めて見解を伺い

たい。

(教育環境整備課長 )

高校における負担状況については、各 47都道府県の実状に応 じた対応がなされてお

り、一般質問の質疑にもあつたが、本県と同様のやり方をされているのが全国でも32県

ある。財政状況が許せば公費負担の考え方になつていくと思 うが、本県の現状では、老朽

化対策の優先度が高いと考えている。また、公費で設置しているエアヨンの改修等を今年

度も約 12箇所実施 しているが、学校からの要望に応えきれていないところが、約 50箇

所あり、年次的な計画として緊急度の高いものから対応 し、次年度以降に待つてもらって

いる状況である。限られた予算の中で優先順位をつけながら、優先度が高ぃものに対して

財源を振 り分けているのが現状ということをご理解いただきたい。

回 いじめの認知件数Ⅲいじめ防止基本方針について

(山 田朋子委員)

いじめ認知件数について、高等学校においてH27か らH28にかけて半減している要因

は何か。

(児童生徒支援室長)

学校において、いじめに対する取組がなされている結果だと捉えている。
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(山 田朋子委員)

2月 に発生した高校生の自殺事案に封して県としてどう取り組んだのか。

今回の事案では、問題対策チームを立ち上げなかつたのか。

(児童生徒支援室長)

事案発生後、直ちに学校からの聞き取り、協議を実施してきており、SCの派遣等を行

い生徒の心のケアに努めた。

受験の悩みが主な要因のひとつであることから、いじめ等学校問題対策チームは立ち上

げていない。

今後も継続して、遺族に寄り添いながら対応をしていく。

(山 田朋子委員)

いじめ問題対策関係機関会議の構成員に、学事振興課が入つているのは、どのような目

的からか。また、重大事態が発生した場合に開催されるのか。私立学校、公立学校に関わ

らず、確実な対応をお願いしたい。

(児童生徒支援室長)

知事部局を代表して担当として、メンバーに構成されており、年に複数回開催している。

口「つながる長崎Jについて

(深堀浩委員)

全国ニュースにも取 り上げられたが、各高校において卒業予定の生徒にチランを配布

し、SNSに登録 (フ ォロー)したかのチェックをつけさせて、学校に提出させているこ

とについて、強制的なものを感じるが、この経過を教えてほしい。

(高校教育課長)

SNSの登録については、少しでも多くの子どもたちに、卒業後も長崎とつながつても

らいたいという趣旨であり、強要ではなく、できるだけ協力をしてもらうように呼びかけ

た。また、どれくらいの登録があつたかを確認するために、配布したチラシにチェックを

つけさせて回収を行つている。

このや り方については、もつと工夫すべき点はあると認識 している。

口 児童生徒の携行品に係る配慮について

(深堀浩委員)

児童生徒の携行品について、かなり重くなつてきており、成長過程である小学生や中学

生の健康被害が懸念されるというようなニュースを耳にするが、本県の状況について伺い

たい。               ・
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(義務教育課長)

以前と比較して、どの程度重くなつたかというような正確なデータはないが、一部報道

等で健康被害があるということも言われており、安全面からも配慮が必要であると考えて

いる。昨年 9月 に児童生徒の携行品に係る配慮についての通知が国からあり、各市町教育

委員会に発出したところである。各学校においては、家庭学習で使用する予定の無い教科

書は学校に置いて帰ることを認めること、学期末に持ち帰る荷物などは少しずつ計画的に

持ち帰らせること、荷物を置いて帰れるように盗難防止の観点から放課後は施錠するよう

にすることなど、具体的な対策を全ての学校で行つているところである。

口 新規高校卒業者の就職状況について

(深堀浩委員)

県内就職の数字にこだわりすぎるあまり、現場の先生たちが、夢と希望を持つて大都市

圏での就職を希望している生徒たちも、県内に引き戻すようなことがあってはいけないと

思うが、見解を伺いたい。

(高校教育課長)

県内就職に関する施策を立案 。遂行するため、目標 として掲げる数字の達成に向けて努

力する必要はある。そういう意味では、数字にこだわることは当然大事なことだと思って

いる。

しかしながら、学校現場においては、まず教育とは何であるかを突き詰めて指導がなさ

れているものと考えている。

最初から都会での就職を希望している生徒を無理や り県内に引き止めるようなことで

はなく、4徒の志望を支えながら指導しているため、懸念されていることはないと考えて

いる。

口 部活動指導員について

(中 山功委員)

運動部活動指導員配置事業について、これは部活動の顧問として技術指導や校外引率、

保護者への連絡業務を行 うということで、この事業をうまく活用することで教員の負担軽

減や部活動の活性化にも繋がるものと考えている。県立学校や市町立中学校に33名配置

するということで具体的に指導員の方がどのような方かお聞きしたい。

(体育保健課長)

市町立の中学校については、市町において事業が行われることになり、聞いている限り

では退職された教職員の方や現在、外部指導者として指導を行つてもらっている方などか

ら選定をしたいと聞いている。県立高校については、現在、高校に配置の希望調査を行つ

ており、県が定めた運動部活動のガイ ドラインを遵守することや部活動指導員を配置する

ことでどのような効果が得られるかを踏まえて申請をお願いしている段階である。
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(中 山功委員)

教員OBや社会人を採用するということで指導員の人間力を活かした部活動をどう進

めていくかを重視 していただきたいと思 う。部活動指導員に対する研修などはどう計画し

ているのか。

(体育保健課長)

顧問も引率もできるということなので人間力が問われると思つている。採用にあたつて

は、配置の前に校長から体罰や適切な運動部活動についての研修を行い、年度途中には2

回ほど県教委が主催する研修会に召致し、技術的な指導も含めたところでの資質向上に関

する研修を予定している。

□ 運動部活動ガイ ドラインについて

(中 山功委員)

運動部活動ガイ ドラインを県が策定し、今後市町も策定していくと思うが、現場の先生、

特に保護者にどう周知 し徹底させていくかが課題だと思つているが、どう考えているか。

(体育保健課長)

保護者への周知については、保護者向けのチラシを作成 し、市町教育委員会を経由して

配付している。また、今年度県内各地で行われているPTAの研修会でも本課の職員が出

向き周知を図つているところである。保護者向けの広報資料の2月 号にも掲載をしたとこ

ろであり、引き続き保護者向けの周知にも努めていきたい。

□ 教員指導者の適正配置について

(中 山功委員 )

平成 30年度の福井国体の結果を踏まえての課題の中に少年種別、特に団体競技の成績

低迷や優秀な中学生の高校進学時の県外流出、優秀な指導者の減少、教員指導者の適正配

置とあるが、この適正配置については、現在も正夫して取組んでいることは承知している。

ここをうまく行えれば予算をかけずに部活動が活性化 して競技力向上に繋がり、先生方の

や りがいにもつながると考えるが、適正配置についての取組みについて伺いたい。

(義務教育課人事管理監)             '
運動部指導者の適正配置については、それぞれの教員がどのような競技の専門性がある

かとい う調査の結果や、体育保健課からの情報などを参考にしているところである。学校

運営全般を考えた人事を行 う必要があることから、必ずしも希望の競技になるわけではな

いが、部活動の専門性にも配慮をしながら人事作業を進めているところである。

(高校教育課人事管理監)

高校の状況については、前回の議会でも答弁したが、体育保健課と十分に情報の連携を

とりながら、本人の意向など配慮すべき事項などを総合的に考え、人事作業を進めている。
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中長期的にも、こうした連携をとりながら、競技力の強化 1こ結び付けていきたいと考え

ている。

(中山功委員)

中学 。高校における専門顧間のレベルが高い人とそうでない人がいるため、これを相対

的に引き上げていくことが求められると思うので専門顧問の指導力、教員力を高めていく

ための研修等について今後取り組んでいくことはあるか。

(体育保健課体育指導監)

体育の教員の研修について、部活動指導者研修や体育主任研修も含めて年間多くの研修

を受けていただくようにしている。その中で体罰や運動部活動のガイ ドライン、部活動の

適正化についてなど人間的な部分も含めて研修を行つているところである。

先ほど、委員からご質問があつた体育の指導者の中学校の割合は、保健体育の中学校教

員が専門競技がある学校に配置している割合が28年度 75%、 29年度が 77%で あ

り、この中には校長先生が 34名、副校長が 3名、教頭の23名は除ぃている。 30年度

が79.3%と なつており、年々上がってきているところである。高等学校については、

部活動で異動があるので平成 30年度は92.3%で 配置をしているところである3

また、国体の41位とい う結果を受けての教員指導者の適正配置については、本課とし

ても競技力向上の点では各競技の旗印にもなるし、競技団体からも要望があっているので

関係課と相談させていただきながらお願いしているところである。

□ 学校図書館の充実について

(麻生隆委員)

学校司書の配置状況と司書教諭も含めた担当者向けの研修状況は。

(生涯学習課長)

小 。中学校における学校司書は234名 おり、複数校の勤務を含めると420校 に配置

されている。また、年 2回の研修会を実施しており、新規に発令された司書教諭を対象と

した基礎研修と、学校図書館担当職員の更なるスキルアップを目的とした研修を行つてい

る。

(麻生隆委員)

計画に記載されている魅力ある学校図書館づくりを行 うためには、情報が古くなってい

る本の更新など図書の整備が必要ではないか。

(生涯学習課長)

県としても今年度は 7市町の教育委員会や 14校の学校を訪問し、学校司書の配置拡充

や図書整備を含めた学校図書館の充実を働きかけた。今後も魅力ある学校図書館づくりの

ために引き続き取り組んでいく。
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口 夜間中学について

(麻生隆委員)

ひきこもりなど、不登校児童生徒に対する教育機会の確保等の観点から、夜間中学を設

置する自治体も出てきたと聞いているが、本県にそのような動きはないのか伺いたい。

(義務教育課長)

本県における夜間中学の導入の検討状耳であるが、昨年度、庁内の関係課で担当者会議

を立ち上げたところである。また今年度は、県と市町の教育委員会の学校教育課課長等会

議において、夜間中学のあるべき姿等について協議を行つたところである。現在のところ、

各市町において、夜間中学について特段の必要性はあがつておらず、具体的な設置に向け

ての動きは無い状況であるが、今後も制度の研究をしつつ、ニーズを把握 しながら検討を

進めていきたいと考えている。

口 教職員住宅についての県の方針について

(麻生隆委員)

住宅事情が悪かつた時代と比べると、民間住宅が相当良くなつてきており、使つていな

い教職員住宅については、見直しが必要ではないかと思つているとまた、荒れて整備され

ていないと感 じる教職員住宅もあるため、県の教職員住宅についての整備の考え方、方針

を伺いたい。

(教育環境整備課長)

教職員住宅については、現在入居率が約 75～ 76%であり、今後は住宅の状況に応 じ

て民間に売るなどして活用をしなければいけない住宅もある。使用できる住宅について

は、市く町あるいは福祉の団体などから使用の申し出があつたものについて、要件を満た

す場合は活用していただいているところである。また、荒れている住宅もあるということ

だが、これも年次的な計画によつて、毎年整理をしながら、更地にして売却を行つており、

今後も計画的に整理を進めていきたいと思つている。

(麻生隆委員)               や

ぜひ有効活用を進めてほしい。いかにして資産を活用できるのか考えていかなければな

らない。住環境とい うのは日常生活の場であり、住環境自体が子どもたちに与える影響も

大きいため、安心した住居の中で生活 してもらうことが必要だと思う。一度見直しを行 う

という考えはないのか。

(教育環境整備課長)

教職員にとって住環境の整備というのは大変重要なことと考えている。現在、老朽化し

て整備が必要なものについても、毎年計画的に取り組んでいるところである。しかし、居

住率が75～ 76%であるので、当然ながら利用実態を見極めていきながら、できる限り

…29-



有効な活用に努めていきたい。

口 「魅力あふれる児童生徒の美術作品展」の継続について

(麻生隆委員)

「子ども県展」は通常の美術展と異なり、子どもたちが主体となつたもので、親や関係

者も楽しめる非常によい事業だと感じたが、今後もこの取り組みを継続するのか確認した

い。

(学芸文化課長)

「子ども県展」は平成 17年度から始めた事業で、本年度はこれまでで最高の応募点数

となった。これまでの活動が浸透し、多くの子どもたちに参加 してもらっている状況であ

るため、今後も引き続き当該事業については継続 していきたいと考えている。

回 離島等の小規模高校における普通教室の空調設置状況等について

(中島浩介委員)

平成 31年度に島原農業高校が普通教室に空調を設置すると聞いた。空調未設置校は、

生徒数が100人を切る小規模高校、主に離島の高校のようだが、例えば特別教室を使つ

た対応等について伺いたい。

(教育環境整備課長)

小規模校の実態について、学校に聞き取り等を行つたところ、必要に応 じて特別教室を

使つたという学校もあつた。県としては、小規模校については、夏の期間中は、現在エア

コンが付いている特別教室を使 うことについても、一定柔軟な対応はしていきたいと思つ

ている。

(中島浩介委員)

特に、奈留・五島南高校は離島留学を推進している学校であるため、島外から来た生徒

が大変な思いをするのではないかと思 う。本来、まずPTA負担でエアコンを設置しよう

という動きがあつて、その話を学校が受けるという形だと思 うが、逆に学校側からPTA
に対して紹介してもらうのはどうか。

(教育環境整備課長)

現状では、学級数で 6学級程度、生徒数 120～ 130名 の学校について、PTAで設

置している学校もある。そのような学校での検討状況や運用の状況等を学校に紹介するこ

とは十分可能であるため、学校を通してPTAに どのような説明ができるかということに

ついても、今後学校と話をしていくことは可能であると考える。          |

口離島留学の専任職員について

(中島浩介委員)
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学校に離島留学の専任職員を配置しているが、現状はどうなのか。

(高校教育課長)

離島留学の専任職員については、現在、対馬市と五島市に専任職員を配置しており、里

親と生徒、学校を結ぶネットワークを構築している。

壱岐市には、まだ専任職員を配置できていないが、里親と学校とで情報交換等を行い、

しっかりとした組織づくりをしていきたいと考えている。

□ 郷土資料センターの関覧サービスについて

(浅 田員澄美副委員長)

現在、郷土資料が開覧できるようになつているが、その期間はいつまでか。

また、現在は複写ができない状況について伺いたい。

(新県立図書館整備室長)

県立長崎図書館は 12月 から休館 しているが、郷土資料については 1月 から閲覧サービ

スのみを実施 している。このサービスの継続期間については、ミライ on図書館の移転作

業や解体工事等との状況を整理し、県民の皆さんにお知らせしたい。

また、ミライ on図書館の 10月 5日 の開館 と併せて、郷土課についても、一定のサー

ビスを再開したいと考えており、その時は開覧のみならず複写サービスもできるようにし

たい。

(浅田員澄美副委員長)

今複写したいという方がいる。県立長崎図書館を活用していた方に対して、フオローア

ップをする必要性があると思う。

(新県立図書館整備室長)

そのような状況等があるということを踏まえて県立長崎図書館と検討してまいりたい。

口 学校給食無償化の要望について

(近藤智昭委員長)

学校給食については市町が考えることであるが、子ども達が給食を楽しく食べている中

で、親が給食費を払つていなぃ子ども達はどのような思いで給食を食べているのか以前か

ら気になつていた。保護者も二極化している状況であり、県として学校給食無償化に関す

る施策を打ち出すことができないか、極端な意見かもしれないが要望しておきたい。
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